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○会津美里町若者定住住宅取得支援事業補助金交付要綱  

平成 31年３月 22日告示第 50号  

改正  

令和元年 11月 29日告示第 48号  

令和２年１月 28日告示第９号  

令和４年３月 30日告示第 75号  

会津美里町若者定住住宅取得支援事業補助金交付要綱  

（趣旨）  

第 １ 条  この 要 綱は 、 本 町 に居 住 して い る 若 者の 定 住を 促 進 し 、地 域 活性 化 を 図 るこ と を

目 的 と し て、 本 町に 定 住 す るた め 自ら 居 住 す る住 宅 を取 得 す る 者に 対 して 、 予 算 の範 囲

内 で 会 津 美里 町 若者 定 住 住 宅取 得 支援 事 業 補 助金 （ 以下 「 補 助 金」 と いう 。 ） を 交付 す

る こ と に 関し 、 会津 美 里 町 補助 金 等の 交 付 等 に関 す る規 則 （ 平 成 17年 会津 美 里 町 規則 第

44号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第 ２ 条  この 要 綱に お い て 、次 の 各号 に 掲 げ る用 語 の意 義 は 、 それ ぞ れ当 該 各 号 に定 め る

ところによる。  

(１ ) 若 者  基準日 に お い て満 40歳 未 満 で あ る者 。 夫婦 の 場 合 は、 い ずれ か が 満 40歳 未

満であることをいう。  

(２ ) 住 宅  自己の 居 住 の 用に 供 する 家 屋 で 、玄 関 、居 室 、 浴 室、 便 所及 び 台 所 を備 え

る 住 宅 を い う。 ただ し 、 併 用 住宅 の場 合 は 、 居 住の 用に 供 す る 部 分の 延べ 床 面 積 が 建

物全体の延べ床面積の２分の１以上あるものをいう。  

(３ ) 新 築  住宅が 建 っ て いな い 敷地 、 若 し くは 建 築物 を 除 去 した 後 更地 と な っ た状 態

の敷地に建築基準法（昭和 25年法律第 201号）その他の関係法令において適法な住宅を

建てることをいう。  

(４ ) 中 古 住 宅  会 津 美 里 町空 き 家・ 空 き 地 バン ク 実施 要 綱 （ 平成 29年 会 津 美 里 町告 示

第 41号 ） の 会津 美里 町 空 き 家 ・空 き地 バ ン ク 登 録台 帳（ 様 式 第 ３ 号） に登 録 さ れ て い

る居住の用に供する住宅をいう。  

(５ ) 取 得  住宅を 自 己 の 居住 の 用に 供 す る ため 、 適正 な 対 価 を支 払 って 住 宅 を 新築 す
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る こ と 又 は 建売 販売 住 宅 又 は 中古 住宅 を 購 入 し 、不 動産 登 記 法 第 ３条 第１ 号 の 所 有 権

保存登記を完了したものをいう。  

(６ ) 基準日  住宅取得に係る契約日をいう。  

(７ ) 町 内 建 築事業 者  本 町内 に 本店 又 は 支 店を 有 する 法 人 若 しく は 本町 内 に 主 たる 事

業所を有する個人の事業者をいう。  

（補助金対象者）  

第 ３ 条  補助 金 の交 付 を 受 ける こ とが で き る 者（ 以 下「 補 助 対 象者 」 とい う 。 ） は、 基 準

日において本町に住所を有する若者で、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。  

(１ ) 平成 31年４月１日以降に住宅の取得に係る契約を締結し、住宅を取得すること。  

(２ ) 取得した住宅が共有名義の場合は、若者の持分が２分の１以上であること。  

(３ ) 取得した住宅に 10年以上居住する意思があること。  

(４ ) 補助対象者及び同一世帯の者全員が、町税等を滞納していないこと。  

(５ ) 補 助 対 象者及 び 同 一 世帯 の 者全 員 が 、 会津 美 里町 暴 力 団 排除 条 例（ 平 成 24年 会 津

美里町条例第 11号）に規定する暴力団員等でない者。  

(６ ) ２人以上の補助対象者がある場合は、補助金の交付を申請することができる者は 、

そのうちの１人とする。  

２  前 項 の規 定 に関 わ ら ず 、所 有 する 住 宅 が 公共 事 業の た め に 収用 さ れ、 当 該 収 用に 伴 い

新築住宅を取得した場合は、補助金交付対象者としない。  

（補助対象経費）  

第 ４ 条  この 補 助金 の 交 付 の対 象 とな る 経 費 は、 住 宅を 取 得 す るた め に要 し た 経 費と し 、

次 の 経 費 を除 い たも の と す る。 た だし 、 取 得 した 住 宅が 共 有 名 義の 場 合は 、 若 者 の持 分

にかかる経費に限る。  

(１ ) 土地取得費  

(２ ) 外構工事等に要する経費  

(３ ) 併用住宅における住宅部分以外に係る経費  

（補助金の額）  

第 ５ 条  補助 金 の交 付 額 は 、基 本 補助 金 の 額 及び 加 算補 助 金 の 額の 合 計額 と し 、 同一 世 帯

又は同一人に対して 80万円を上限とする。  
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２  基本補助金の額は 70万円とする。  

３  町内建築事業者に請け負わせた場合は 10万円を加算して補助する。  

４  この補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内の額（ 1,000円未満の端数がある場合

は、これを切り捨てた額とする。）とする。  

５  この補助金の交付は、同一補助対象者につき１回限りとする。  

（補助金の交付申請）  

第 ６ 条  規則 第 ４条 第 １ 項 の規 定 によ る 申 請 書は 、 会津 美 里 町 若者 定 住住 宅 取 得 支援 事 業

補 助 金 交 付申 請 書（ 様 式 第 １号 ） によ る も の とし 、 基準 日 か ら 起算 し て 12か 月 以 内 に 町

長に提出しなければならない。  

２  規則第４条第２項の規定に関わらず、申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。  

(１ ) 売買契約書の写し又は工事請負契約書の写し  

(２ ) 居住部分の面積が確認できる図面（平面図等）  

(３ ) 定住誓約書（様式第２号）  

(４ ) 代表者選任届（共有名義の場合のみ）（様式第３号）  

(５ ) 世帯全員の住民票の写し  

(６ ) 世帯全員の納税証明書  

(７ ) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類  

（補助金の交付決定）  

第 ７ 条  町長 は 、前 条 の 規 定に よ る申 請 が あ った 場 合は 、 そ の 内容 を 審査 し 補 助 金を 交 付

す べ き と 認め る とき は 、 規 則第 ７ 条に 関 わ ら ず会 津 美里 町 若 者 定住 住 宅取 得 支 援 事業 補

助金交付決定通知書（様式第４号）により通知するものとする。  

（変更の承認）  

第 ８ 条  補助 金 の交 付 の 決 定を 受 けた 者 （ 以 下「 交 付決 定 者 」 とい う 。） が 、 規 則第 ６ 条

第 １ 項 の 規定 に 基づ き 変 更 の承 認 を受 け よ う とす る 場合 は 、 規 則第 ７ 条に 関 わ ら ず会 津

美 里 町 若 者定 住 住宅 取 得 支 援事 業 変更 （ 中 止 ・廃 止 ）承 認 申 請 書（ 様 式第 ５ 号 ） を町 長

に提出しなければならない。  

２  規 則 第 ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 別 に 定 め る 軽 微 な 変 更 と は 、 補 助 対 象 経 費 の 100

分の 20以内の変更をすることとする。  
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（申請を取り下げることができる期日）  

第 ９ 条  規則 第 ９条 第 １ 項 に規 定 する 別 に 定 める 期 日は 、 交 付 の決 定 の通 知 を 受 理し た 日

から起算して 10日を経過した日とする。  

（実績報告書）  

第 10条  規 則 第 14条 の 規 定 によ る 実績 報 告 は 、会 津 美里 町 若 者 定住 住 宅取 得 支 援 事業 実 績

報 告 書 （ 様式 第 ６号 ） に 次 に掲 げ る関 係 書 類 を添 付 して 、 住 宅 を取 得 し、 か つ 入 居が 完

了した日から３箇月を経過する日までに行うものとする。  

(１ ) 世帯全員の住民票の写し  

(２ ) 補助対象住宅の登記事項証明書の写し  

(３ ) 取得に要した費用が確認できる書類（請求書、領収書等）  

(４ ) 補助対象住宅の写真  

(５ ) 住民基本台帳確認同意書（様式第７号）  

(６ ) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類  

２  町長は、前項の規定による実績報告書の提出があった場合は、規則第 15条によるほか、

会 津 美 里 町若 者 定住 住 宅 取 得支 援 事業 補 助 金 額確 定 通知 書 （ 様 式第 ８ 号） に よ り 通知 す

るものとする。  

３  町 長 は、 前 項の 審 査 に 際し て 申請 書 の 居 住の 実 態等 に つ い て必 要 な調 査 を す るこ と が

できる。  

（繰越承認申請）  

第 11条  交 付 決 定者 は 、 会 津美 里 町若 者 定 住 住宅 取 得支 援 事 業 が年 度 内に 完 了 し がた い と

認 め ら れ 、事 業 を翌 年 度 に 繰り 越 す必 要 が あ る場 合 は、 会 津 美 里町 若 者定 住 住 宅 取得 支

援事業繰越承認申請書（様式第９号）を町長に提出しなければならない。  

（補助金の交付決定の取り消し）  

第 12条  町 長 は 、規 則 第 18条 及 び 第 19条 に よ る ほか 交 付決 定 者 が 次の 各 号の い ず れ かに 該

当 す る と きは 、 会津 美 里 町 若者 定 住住 宅 取 得 支援 事 業補 助 金 交 付決 定 取消 通 知 書 （様 式

第 10号 ） に よ り 補助 金 の 交 付の 決 定を 取 り 消 すこ と がで き 、 既 に支 払 った 補 助 金 の額 の

全部又は一部の返還を命ずることができる。  

(１ ) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。  
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(２ ) 補 助 金 を受け た 者 が 住宅 の 取得 の 日 か ら 10年 未満 で そ の 住宅 を 取壊 し 、 貸 与又 は

譲渡したとき。  

(３ ) 補 助 金 を受け た 者 が 住宅 の 取得 の 日 か ら 10年 未満 で 転 居 又は 転 出し た と き 。た だ

し、やむを得ない事情により、世帯の一部が転出した場合を除く。  

(４ ) その他、町長が不適当と認めたとき。  

２  前 項 の規 定 は、 第 10条 の 規 定 によ る 補 助 金の 額 の確 定 が あ った 後 にお い て も 適用 す る

ものとする。  

（補助金の返還）  

第 13条  町 長 は 、規 則 第 19条 の 規 定に よ り 返 還を 命 ずる と き は 、会 津 美里 町 若 者 定住 住 宅

取 得 支 援 事業 補 助金 返 還 命 令書 （ 様式 第 11号 ） に よ り、 当 該 補 助金 の 交付 決 定 者 に通 知

するものとする。  

２  前 条 の規 定 によ り 補 助 金の 返 還を 命 じ る 金額 は 、住 宅 取 得 後の 年 数に 応 じ 、 次の と お

りとする。  

(１ ) １年以内のときは、補助金の全額  

(２ ) １年を越え２年以内のときは、補助金の 10分の９の額  

(３ ) ２年を越え３年以内のときは、補助金の 10分の８の額  

(４ ) ３年を越え４年以内のときは、補助金の 10分の７の額  

(５ ) ４年を越え５年以内のときは、補助金の 10分の６の額  

(６ ) ５年を越え６年以内のときは、補助金の 10分の５の額  

(７ ) ６年を越え７年以内のときは、補助金の 10分の４の額  

(８ ) ７年を越え８年以内のときは、補助金の 10分の３の額  

(９ ) ８年を越え９年以内のときは、補助金の 10分の２の額  

(10) ９年を越え 10年以内のときは、補助金の 10分の１の額  

３  前 項 の規 定 によ り 返 還 の請 求 を受 け た 交 付決 定 者は 、 当 該 請求 額 を町 長 が 定 める 期 限

までに返還しなければならない。  

（その他）  

第 14条  この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。  

附  則  
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（施行期日）  

１  この要綱は、平成 31年４月１日から施行する。  

（有効期限）  

２  こ の 要綱 は 、令 和 ７ 年 ３月 31日 限 り 、 そ の効 力 を失 う 。 た だし 、 この 要 綱 の 失効 前 に

交付決定された事業については、なお従前の例による。  

附  則（令和元年 11月 29日告示第 48号）  

（施行期日）  

１  この要綱は、令和元年 12月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  こ の 要綱 の 適用 の 際 、 現に あ るこ の 要 綱 の改 正 前の 様 式 （ 以下 「 旧様 式 」 と いう 。 ）

により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。  

３  こ の 要綱 の 適用 の 際 、 現に あ る旧 様 式 に よる 用 紙に つ い て は、 当 分の 間 、 こ れを 取 り

繕って使用することができる。  

附  則（令和２年１月 28日告示第９号）  

（施行期日）  

１  この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  こ の 要綱 の 適用 の 際 、 現に こ の要 綱 に よ る改 正 前の 会 津 美 里町 若 者定 住 新 築 住宅 取 得

支 援 事 業 補助 金 交付 要 綱 第 ６条 の 規定 に よ り 行わ れ てい る 補 助 金の 交 付申 請 に つ いて は 、

新 会 津 美 里町 若 者定 住 住 宅 取得 支 援事 業 補 助 金交 付 要綱 第 ６ 条 の規 定 によ り 行 わ れて い

る補助金の交付申請とみなして、これらの規定を適用する。  

３  こ の 要綱 の 適用 の 際 、 現に あ るこ の 要 綱 の改 正 前の 様 式 （ 以下 「 旧様 式 」 と いう 。 ）

により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。  

４  こ の 要綱 の 適用 の 際 、 現に あ る旧 様 式 に よる 用 紙に つ い て は、 当 分の 間 、 こ れを 取 り

繕って使用することができる。  

附  則 （令和４年３月 30日告示第 75号）  

この要綱は、令和４年３月 30日から施行する。  


